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定款第3 条（目的） 
この法人は、女子教育に携わる者、女子学生及び女子教育の振興に関心のある者等広く一般市民を 
対象として、セミナー及び講演等による教育・研究活動事業、留学生の交流や研究の国際交流・協力
等のための国際交流事業、学生寮や保育所等の環境整備のための教育研究施設等の整備保全事業等を
行うことによって男女共同参画社会の実現に寄与することを目的とする。 


